
平成１６～２５年度入学者対象科目（旧カリ科目） （単位数） 平成２６年度以降入学者対象　新カリキュラム科目（読替科目） （単位数）

法 学 入 門 Ⅰ (H16 ～ 21 入 学 ) (2単位) →

法 学 入 門 (H22 ～ 25 入 学 ) (2単位) →

法 学 入 門 Ⅱ （ H16 ～ 21 入 学 ） (2単位) ― ―

政 治 学 入 門 (2単位) → 政治学入門【基幹・文系ﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾝ科目】＊１ (2単位)

法 政 基 礎 演 習 Ⅰ (H16 ～ 17 入 学 ） (2単位) →

コアセミナー(H18～25入学)【全教科目】 (2単位) ＝

法 政 基 礎 演 習 Ⅱ (H16 ～ 21 入 学 ） (2単位) →

法 政 基 礎 演 習 (H22 ～ 25 入 学 ） (2単位) ＝

民事紛争処理入門(H16～ 21入学） (2単位) ― ―

政治動態分析入門（H16～21入学） (2単位) →

政 治 学 原 論 (H22 ～ 25 入 学 ) (2単位) ＝

政 治 学 原 論 （ H18 ～ 21 入 学 ） (2単位) ― ―

法 文 化 学 基 礎 (2単位) ＝ 法 文 化 学 基 礎 (2単位)

法 史 学 基 礎 (2単位) ＝ 法 史 学 基 礎 (2単位)

法 理 学 (4単位) ＝ 法 理 学 (4単位)

法 思 想 史 (4単位) ＝ 法 思 想 史 (4単位)

日 本 法 制 史 (4単位) ＝ 日 本 法 制 史 (4単位)

東 洋 法 制 史 (4単位) ＝ 東 洋 法 制 史 (4単位)

西 洋 法 制 史 (4単位) ＝ 西 洋 法 制 史 (4単位)

ロ ー マ 法 Ⅰ ＊ ２ (2単位)

ロ ー マ 法 Ⅱ ＊ ２ (2単位)

ロ ー マ 法 Ⅰ (H22 ～ 25 入 学 ） (2単位) ＝ ロ ー マ 法 Ⅰ (2単位)

ロ ー マ 法 Ⅱ (H22 ～ 25 入 学 ） (2単位) ＝ ロ ー マ 法 Ⅱ (2単位)

比 較 法 (4単位) ＝ 比 較 法 (4単位)

英 米 法 (4単位) ＝ 英 米 法 (4単位)

ド イ ツ 法 (2単位) ＝ ド イ ツ 法 (2単位)

フ ラ ン ス 法 (2単位) ＝ フ ラ ン ス 法 (2単位)

ア ジ ア 法 (2単位) ＝ ア ジ ア 法 (2単位)

中 国 法 (4単位) ＝ 中 国 法 (4単位)

法 社 会 学 (4単位) ＝ 法 社 会 学 (4単位)

法 情 報 学 (2単位) ＝ 法 情 報 学 (2単位)

法 医 学 (H16 ～ 23 入 学 ) (2単位) ― ―

紛 争 管 理 論 (4単位) ＝ 紛 争 管 理 論 (4単位)

憲 法 Ⅰ (4単位) ＝ 憲 法 Ⅰ (4単位)

憲 法 Ⅱ (4単位) ＝ 憲 法 Ⅱ (4単位)

行 政 法 Ⅰ (4単位) ＝ 行 政 法 Ⅰ (4単位)

行 政 法 Ⅱ (4単位) ＝ 行 政 法 Ⅱ (4単位)

行 政 学 (4単位) ＝ 行 政 学 (4単位)

労 働 法 (4単位) ＝ 労 働 法 (4単位)

立 法 学 (H16 ～ 23 入 学 ) (4単位) ― ―

租 税 法 (2単位) ＝ 租 税 法 (2単位)

社 会 保 障 法 (4単位) ＝ 社 会 保 障 法 (4単位)

経 済 法 (4単位) ＝ 経 済 法 (4単位)

法学入門【基幹・文系ﾃﾞｨｼﾌ ﾟ ﾘﾝ科目】＊１ (2単位)

→

平成１６～２５年度入学者に対する平成２６年度以降入学者新カリキュラムの読替表(法学部)

法 政 基 礎 演 習 (2単位)

ロ ー マ 法 (H16 ～ 21 入 学 ) (4単位)

政 治 学 原 論 (2単位)

H25以前入学者対象コアセミナー【全教科目】を伊都地

区にて特別開講＊１ (2単位)
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平成１６～２５年度入学者対象科目（旧カリ科目） （単位数） 平成２６年度以降入学者対象　新カリキュラム科目（読替科目） （単位数）

平成１６～２５年度入学者に対する平成２６年度以降入学者新カリキュラムの読替表(法学部)

民 法 Ⅰ (4単位) ＝ 民 法 Ⅰ (4単位)

民 法 Ⅱ (4単位) ＝ 民 法 Ⅱ (4単位)

民 法 Ⅲ (4単位) ＝ 民 法 Ⅲ (4単位)

民 法 Ⅳ (4単位) → 家 族 法 (4単位)

民事訴訟法Ⅰ（ H16～ 21入学 ） ＊ ３ (2単位)

民事訴訟法Ⅱ（ H16～ 21入学 ） ＊ ３ (2単位)

民 事 訴 訟 法 (H22 ～ 25 入 学 ） (4単位) ＝

商 法 Ⅰ (4単位) ＝ 商 法 Ⅰ (4単位)

商 法 Ⅱ (2単位) ＝ 商 法 Ⅱ (2単位)

商 法 Ⅲ (2単位) ＝ 商 法 Ⅲ (2単位)

商 法 Ⅳ (2単位) ＝ 商 法 Ⅳ (2単位)

消 費 者 法 (2単位) ＝ 消 費 者 法 (2単位)

刑 法 Ⅰ (4単位) ＝ 刑 法 Ⅰ (4単位)

刑 法 Ⅱ (4単位) ＝ 刑 法 Ⅱ (4単位)

刑 事 訴 訟 法 (4単位) ＝ 刑 事 訴 訟 法 (4単位)

少 年 法 (4単位) ＝ 少 年 法 (4単位)

刑 事 政 策 (4単位) ＝ 刑 事 政 策 (4単位)

国 際 公 法 (4単位) ＝ 国 際 公 法 (4単位)

国 際 経 済 法 (4単位) ＝ 国 際 経 済 法 (4単位)

国際私法(H16～21，H24～25入学） (4単位) ＝

国 際 私 法 (H22 ～ 23 入 学 ） ＊ ３ (2単位)

国際私法特殊講義Ⅰ(H22～23入学)＊３ (2単位)

国 際 取 引 法 (4単位) ＝ 国 際 取 引 法 (4単位)

国 際 知 的 財 産 法 (H16 ～ 23 入 学 ) (4単位) →

知 的 財 産 法 (H24 ～ 25 入 学 ） (4単位) ＝

政 治 学 総 合 講 義 (2単位) ― ―

政 治 理 論 入 門 (2単位) → 政 治 学 史 基 礎 (2単位)

政 治 学 Ⅰ (2単位)

政 治 学 Ⅱ (2単位)

政 治 動 態 分 析 Ⅰ ・ 基 礎 (4単位) → 政 治 史 (4単位)

政 治 動 態 分 析 Ⅱ ・ 基 礎 (4単位) → 比 較 政 治 学 (4単位)

政 治 理 論 発 展 (4単位) → 政 治 学 史 (4単位)

政 治 動 態 分 析 Ⅰ ・ 発 展 (4単位) → 現 代 政 治 論 (4単位)

政 治 動 態 分 析 Ⅱ ・ 発 展 (4単位) → 国 際 政 治 学 (4単位)

演 習 Ⅰ (4単位) ＝ 演 習 Ⅰ (4単位)

演 習 Ⅱ (4単位) ＝ 演 習 Ⅱ (4単位)

外 国 法 律 書 講 読 (2単位) ＝ 外 国 法 律 書 講 読 (2単位)

外 国 政 治 書 講 読 (2単位) ＝ 外 国 政 治 書 講 読 (2単位)

＊１　伊都地区において開講される科目については、履修方法等を担当窓口で確認すること。

＊２　H16～21年度入学者が、[ローマ法Ⅰ」「ローマ法Ⅱ」のいずれか片方のみ受講した場合には、2単位・展開科目として単位認定を行う。

＊３　２単位科目単独での単位認定は行わない。右欄4単位科目を受講することで左欄2科目の単位認定を行う。

＊４　H25年度以前入学者については、4単位科目としてのみ単位認定を行うため、右欄2科目の両方を受講すること。

知 的 財 産 法 (4単位)

　→は継承科目（右欄受講により左欄へ読み替える）。　＝は変更なしの科目。　右欄「―」は新カリで開講されない科目。

→
単独での
単位認定
は行わな

い
(4単位)

→
単独での
単位認定
は行わな

い

国 際 私 法 (4単位)

政 治 理 論 基 礎 ＊ ４ (4単位)
→

要両科目
受講

民 事 訴 訟 法
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